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第３章 未来予想図の実現に
向けた３つの戦略と
具体的施策展開 

 

～三重の地域住民を支える安心の三重奏(さんじゅうそう)～ 

①「元気力」 

②「地域力」 

③「人財力」 
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（県が講ずる具体的施策） 

 生活習慣病は、「不健康な生活習慣」の継続により、「予備群（境界領域期）」→「内
臓脂肪症候群としての生活習慣病」→「重症化・合併症」→「生活機能の低下・要介
護状態」へと段階的に進行していきます。どの段階でも、生活習慣を改善することで
進行を抑えることができますが、とりわけ、境界領域期での生活習慣の改善が重要に
なってきます。 
 

 高血糖・高血圧・脂質異常等は別々に進行するのではなく、その原因は同じであり、
内臓脂肪による血管内の代謝異常・不調です。高血糖・高血圧・脂質異常等の症状を
一つ一つ抑えても根本的な改善につながりません。運動習慣の徹底、食生活の改善、
禁煙等の生活習慣の改善による内臓脂肪の減少が重要です(図 3-1-5)。 

 
 三重県では、県の健康づくり総合計画「ヘルシーピープルみえ・21」に、メタボリッ

クシンドロームの該当者・予備群の減少率、健康診査・保健指導の実施率等に関する
項目を追加したところであり、保険者協議会や地域・職域連携推進協議会等の場を活
用し、関係者の理解を得つつ、同計画の目標達成に向けて以下の取組を進めていきま
す。 

 
 
(1)医療保険者が実施する特定健診・保健指導を通じた健康づくり(ハイリスクアプロー

チ) 《継続改善》 
 2008（平成 20）年 4 月から、老人保健事業に代わり、医療保険者に対して、40 歳以

上の医療保険加入者（本人及び被扶養者）を対象とする、メタボリックシンドローム
（内臓脂肪症候群）の早期発見を目的とした健康診査（特定健康診査）の実施が義務
づけられました。また、健康診査の結果、メタボリックシンドロームあるいはその予
備群とされた者に対しては、保健指導（特定保健指導）の実施が必要となりました。 
 

 県は、特定健診（同時に実施されることとなる介護予防の生活機能評価を含む。）の
実施に当たり、市町・後期高齢者医療広域連合と検討を重ね、三重県の統一ルールを
設定し、受診環境の整備に努めてきました。1 年目の実施状況を見極めながら、今後、
更なる事務の改善を図っていきます(図 3-1-6)。 

 
 
(2)健康づくりの普及啓発（ポピュレーションアプローチ）《継続改善》 
 運動、食生活、禁煙といった生活習慣の改善の重要性を理解し、実践している住民を

いかに育てるのかが、ポピュレーションアプローチの基本です。「歩く文化」や「食
育」を始めとする、地域の「健康文化」の定着に向けて、行政には“仕掛け”を用意
することが求められることから、各地域での取組内容・取組方法等を共有化し、成果
の普及を図ります。 
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（県が講ずる具体的施策） 

 介護予防は、決して給付費の適正化を第一の目的としていません。介護予防の理念は、
「その人の生活・人生を尊重し、できる限り自立した日常生活を送れるよう支援する」
というものであり、給付費の適正化は、介護予防の結果にすぎません。 

 
 健康寿命の延伸により長寿を真に喜ぶことができる社会を実現するという介護予防

の理念は、正しいものであると考えますが、予防重視型システムへの見直し後に明ら
かとなってきた問題点に効果的に対応するため、(1)要支援者を対象とした予防給付、
(2) 特定高齢者施策(ハイリスクアプローチ)、(3) 一般高齢者施策(ポピュレーショ
ンアプローチ)の、３つの段階に応じて、県は以下の取組を行います。 

 
 
(1)要支援者を対象とした予防給付の効果的な取組《継続改善》 
 地域包括支援センター及び受託先の居宅介護支援事業所を対象とした介護予防プラ

ンに関する研修会や、介護予防サービス事業者を対象とした効果的な介護予防サービ
スの取組事例等に関する研修会を通じて、介護予防の効果的な取組の普及啓発を行っ
ていきます。 

 
 
(2)特定高齢者の適切な把握と事業参加の促進（ハイリスクアプローチ）《継続改善》 
 これまで、特定高齢者の把握は、老人保健事業の基本健康診査の際に行われる生活機

能評価を通じた把握が中心でした。前述のとおり、老人保健事業に代わり、医療保険
者に対して、40 歳以上の医療保険加入者を対象とする、メタボリックシンドロームの
早期発見を目的とした健康診査（特定健康診査）の実施が義務づけられました。 

 
 生活機能評価は、老人保健事業との継続性や受診者の利便性の観点から、特定健診と

同時に実施されることが基本となります。特定健診・生活機能評価の実施に当たり、
市町・後期高齢者医療広域連合と検討を重ね、三重県の統一ルールを設定し、受診環
境の整備に努めてきましたが、1 年目の実施状況を見極めながら、今後、更なる事務
の改善を図っていきます【再掲】。 

 
 また、各市町の取組事例については、ホームページ等を通じて紹介するとともに、効

果的な取組については、研修会等で普及を図っていきます(図 3-1-11)。 
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図 3-1-11 三重県介護予防事業情報共有ホームページ 

 
 
 
 

(3)介護予防のポピュレーションアプローチ《継続改善》 
 従来までの予防は、ともすれば、要介護状態となるリスクの高い者（ハイリスク群）

に集中的に行われてきました。 
 
 しかしながら、リスクは急に上昇するわけではなく、リスクの有無ということで線引

きをすることは、線引きに困難さを伴うとともに、境界線上の問題が絶えず発生しま
す。また、集団のうち一部に行動変容を試みても定着は難しく、しかも集団全体の動
向が個人の行動を大きく左右すると指摘されています。 

 
 このため、介護予防に住民が関心を持ち合うような地域を創っていくこと（ポピュレ

ーションアプローチ）が、効果的であるとされています。健康づくりのポピュレーシ
ョンアプローチ同様、住民主体の取組が定着することが重要であり、行政にはその“仕
掛け”を用意することが求められます。 

 
 特定高齢者施策の取組支援と同様、各市町の取組事例については、ホームページを通

じて紹介するとともに、効果的な取組については、研修会等で普及を図っていきます。 
 
 さらに、介護予防を運動教室等の開催といったように狭く捉えるのではなく、「高齢

者が活き活きと生活できる社会環境を整備すること」と広く捉え、就労・社会参加の
促進、文化・スポーツの振興等を含めた「地域ぐるみの取組」を支援していきます(図
3-1-12)。 
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図 3-1-12 介護予防のポピュレーションアプローチの例

問題意識 

・ 平均寿命が延伸し「人生85年時代」が到来するとともに、人々 の価値観が多様化 
・ 従来典型的だった「20 歳前後までは学校に通い、定年までひたすら働き、その後は

年金生活で余生を過ごす」といった年齢で輪切りにする人生設計は、誰もが自分らし
く幸せな人生を全うするという理想をかなえる上で時宜に合わないものとなりつつあ
る 

・ 国民一人ひとりが健康で充実した暮らしを送れるよう、人生設計をデザインし直し
（リ・デザイン）、仕事・生活・学び・遊び等について生涯現役の社会づくりを進め、自
分らしい「花のある生き方」を実現 

 

１ 充実した人生のための基礎づくり 

・ 生涯にわたる健康確保 
・ 生涯にわたる学習、能力開発 
・ 死を意識し、同時に命の大切さを意識する 
・ 音楽・詩歌・絵画・ものづくりといった芸術・文化を楽しみ学ぶ 

２ 生き方・働き方の再設計 

・ 働く意思と能力のある人が希望に応じて働き続けられる「生涯現役社会」の実現 
・ 仕事と生活のバランスの実現 
 

３ 地域社会における共助や交流 

・ 芸術・文化・スポーツなど交流機会の拡大や、そうした機会を広げるまちづくり 
・ 老いや介護の問題にも配慮した多様な住まいづくり 
・ 子育て・教育・環境等の分野における地域貢献活動への様々 な世代の住民参加、住

民・企業・自治体など様々 な関係者の協働の促進 

厚生労働省の人生 85 歳ビジョン懇談会において「『人生 85 年時代』に

向けたリ・デザイン」がとりまとめられています。盛り込まれた内容

は、介護予防のポピュレーションアプローチの参考になると考えます。 
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(2)認知症予防の普及啓発《一部新規》 
 認知症の原因となる病気には予防できるものがあることについて、県民の７割が「聞

いたことはあるがあまり知らない」、「全く知らない」と答えています。 
 
 脳血管性認知症の予防には、生活習慣病対策が非常に有効ですし、アルツハイマー型

認知症でも、運動を始めとする生活習慣病対策が発症のリスクを減らす（発症を遅ら
せる）ことが示されています。特に、楽しく運動することは、脳のアルツハイマー病
変を弱めたり、記憶を司る海馬の働きを高めることが示されています(図 3-1-14)。 

 
 県民を対象とした「認知症サポーター養成講座」や「みえ出前トーク」等で、認知症

予防を含めた認知症に関する正しい理解の普及を図り、予防教室等への参加へつなげ
ます。 

 
 また、健康教室や介護予防教室で簡易な「物忘れチェック」を行うことにより、認知

症の物忘れの始まりに気づき、予防や治療の第一歩を踏み出すことが可能となります
(図 3-1-15)。 

 
 これらの予防に向けた取組は国のモデル事業でも実施可能であり、各市町における認

知症予防に向けた取組内容・取組方法等を共有化し、認知症予防事業の定着を図りま
す。 

 
 
 

①塩分と動物性脂肪を控えたバランスの良い食事を心が
けよう

②適度に運動を行い、足腰を丈夫にしよう
③深酒とタバコはやめて、規則正しい生活を送ろう
④生活習慣病（高血圧・肥満など）の予防・早期発見・治療

をしよう
⑤転倒に気をつけよう
⑥興味と好奇心をもつようにしよう

⑦考えをまとめて表現する習慣をつけよう
⑧細やかな心配りをした、よい人間関係を築こう
⑨いつも若 し々く、おしゃれ心を忘れずにいよう
⑩くよくよしないで、明るく前向きに生活しよう

「物忘れ予防」の１０か条

 
 

図 3-1-14 「物忘れ予防」の 10 か条（嘉祥会・奥田隆利氏による県庁職員 
向けサポーター養成講座の資料より） 
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普通の物忘れ 認知症の物忘れ
・体験の一部分を忘れる ・全体を忘れる

・記憶障害のみがみられる
・記憶障害に加えて判断の障害や

実行機能障害がある

・もの忘れを自覚している ・もの忘れの自覚に乏しい

・探し物も努力して見つけようとする ・探し物も誰かが盗ったということがある

・見当識障害はみられない ・見当識障害がみられる

・作話はみられない ・しばしば作話がみられる

・日常生活に支障はない ・日常生活に支障をきたす

・きわめて徐々 にしか進行しない ・進行性である

加齢に伴う普通の物忘れと、認知症の物忘れ

 
図 3-1-15 加齢に伴う普通の物忘れと、認知症の物忘れ（全国キャラバン・

メイト連絡協議会の資料より） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






